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は  

改    正    後  改    正    前  

製 造 業 者 等 の 費 用 負 担 の 割 合  製 造 業 者 等 の 費 用 負 担 の 割 合  
第 二 条  法 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 製 造 業 者 等 が 納 付 す べ き 拠

出 金 の 基 準 額 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 製 造 業 者 等

ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 者 の 区 分 に 応

の 給 付 金 又 は 法 第 七 条 の 追 加 給 付 金 以 下 同 支 給

に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 に 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 同 一 の 者 が 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 二 以 上 の 者

の 区 分 に 該 当 す る の 上 欄 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 が 二 あ る

場 合 を 除 同 項 の 規 定 に よ り 製 造 業 者 等 が 納 付

す べ き 拠 出 金 の 基 準 額 当 該 同 一 の 者 に 対 す る 給 付 金 等 の 支 給

に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 を 限 度  

田 辺 株 式 会

社  

  

  

  

武 田 薬 品 工 業 株 式 会

社  

  

 

第 二 条  法 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 製 造 業 者 等 が 納 付 す べ き 拠

出 金 の 基 準 額 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 製 造 業 者 等

ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 者 の 区 分 に 応

の 給 付 金 又 は 法 第 七 条 の 追 加 給 付 金 以 下 同 支 給

に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 に 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 同 一 の 者 が 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 二 以 上 の 者

の 区 分 に 該 当 す る の 上 欄 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 が 二 あ る

場 合 を 除 同 項 の 規 定 に よ り 製 造 業 者 等 が 納 付

す べ き 拠 出 金 の 基 準 額 当 該 同 一 の 者 に 対 す る 給 付 金 等 の 支 給

に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 を 限 度  

田 辺 三 菱 製 薬 株 式 会

社  

  

  

  

日 本 製 薬 株 式 会 社    
 

 

第 三 条  同 一 の 者 が 前 条 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 二 以 上 の 者 の 区 分 に 該

当 す る の 上 欄 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 が 二 あ る 場 合 に 限 る

法 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ の 製 造 業

者 等 が 納 付 す べ き 拠 出 金 の 基 準 額 前 条 の 規 定

当 該 同 一 の 者 に 対 す る 給 付 金 等 の 支 給 に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額

に 十 分 の 五 を 乗 じ て 得 た 額 場 合 当 該 同 一

の 者 が 特 定 期 間 特 定 Ｃ 型 肝 炎 ウ イ ル ス 感 染 者 の み に 該 当 す る と き

次 の 各 号 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 当 該 同 一 の 者 に 対 す る

給 付 金 等 の 支 給 に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 当 該 各 号

に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  

 

第 三 条  同 一 の 者 が 前 条 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 二 以 上 の 者 の 区 分 に 該

当 す る の 上 欄 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 が 二 あ る 場 合 に 限 る

法 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ の 製 造 業

者 等 が 納 付 す べ き 拠 出 金 の 基 準 額 前 条 の 規 定

当 該 同 一 の 者 に 対 す る 給 付 金 等 の 支 給 に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額

に 十 分 の 五 を 乗 じ て 得 た 額 場 合 当 該 同 一

の 者 が 特 定 期 間 特 定 Ｃ 型 肝 炎 ウ イ ル ス 感 染 者 の み に 該 当 す る と き

次 の 各 号 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 当 該 同 一 の 者 に 対 す る

給 付 金 等 の 支 給 に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 当 該 各 号

に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  



 

 一  田 辺 株 式 会 社  三 分 の 一  

 二  武 田 薬 品 工 業 株 式 会 社  十 分 の 五  

 

 一  田 辺 三 菱 製 薬 株 式 会 社  三 分 の 一  

 二  日 本 製 薬 株 式 会 社  十 分 の 五  

 
第 五 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 前 三 条 の 規 定 に よ る 額 の

給 付 金 支 給 等 業 務 に 要 す る 費 用 法 第 十 七 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 機 構 か ら の 拠 出 金 の 拠 出 の 求 め に 応

れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 同 条 第 二 項 の 拠 出 金 と し て 機 構 に 納 付

 

 一  田 辺 株 式 会 社  五 十 一 億 八 千 六 百 七 十 二 万 五 千 円  

 二  武 田 薬 品 工 業 株 式 会 社  一 億 五 千 五 百 七 十 七 万 五 千 円  

第 五 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 製 造 業 者 等 前 三 条 の 規 定 に よ る 額 の

給 付 金 支 給 等 業 務 に 要 す る 費 用 法 第 十 七 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 機 構 か ら の 拠 出 金 の 拠 出 の 求 め に 応

れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 同 条 第 二 項 の 拠 出 金 と し て 機 構 に 納 付

 

 一  田 辺 三 菱 製 薬 株 式 会 社  五 十 一 億 八 千 六 百 七 十 二 万 五 千 円  

 二  日 本 製 薬 株 式 会 社  一 億 五 千 五 百 七 十 七 万 五 千 円  

 


